
安 全 管 理 に 関 す る 特 記 仕 様 書  
（ 令 和 ７ 年 度 県 営 林 造 成 事 業  保 育 間 伐  第 ５ 号 ）   奈 良 県 森 林 技 術 セ ン タ ー    本 事 業 の 実 施 に あ た っ て は 、 安 全 管 理 確 認 型 で 契 約 を 実 施 し ま す 。   ＊ 安 全 管 理 確 認 型 と は 、発 注 す る 事 業 規 模 に よ り 定 め ら れ た 人 数 の 安 全管 理 作 業 員 を 現 場 に 配 置 で き る こ と を 条 件 と し た 契 約 方 法 で す 。   関 係 法 令 、標 準 仕 様 書 、特 記 仕 様 書 、設 計 図 書 そ の 他 関 係 図 書 の 記 載 内容 を 遵 守 す る と 共 に 、安 全 管 理 に 関 し て は 下 記 内 容 に よ り 実 施 す る こ と とし ま す 。   記   

１１１１     安 全 管 理 作 業 員 の 配 置 に つ い て安 全 管 理 作 業 員 の 配 置 に つ い て安 全 管 理 作 業 員 の 配 置 に つ い て安 全 管 理 作 業 員 の 配 置 に つ い て      （ １ ） 今 回 発 注 す る 事 業 に 必 要 な 安 全 管 理 作 業 員 は 3 名 以 上 で す 。   （ ２ ） 奈 良 県 の 治 山 事 業 森 林 整 備 に 係 る 競 争 入 札 参 加 資 格 者 登 録 要 領 に    基 づ く 安 全 管 理 作 業 員 も し く は 、林 野 庁 が 行 っ て い る 現 場 技 能 者 の登 録 制 度 で「 現 場 管 理 責 任 者 (フ ォ レ ス ト リ ー ダ ー )又 は 統 括 現 場 管理 責 任 者 (フ ォ レ ス ト マ ネ ー ジ ャ ー )」に 登 録 さ れ て い る 者 の 中 か ら選 任 し 、現 場 に 配 置（ 常 駐 ）す る こ と と し 、他 の 現 場 と の 重 複 は でき ま せ ん 。   （ ３ ） 選 任 し た 安 全 管 理 作 業 員 の 中 か ら １ 名 を 担 当 技 術 者 に 選 任 す る こと 。   （ ４ ） 担 当 技 術 者 (安 全 管 理 作 業 員 )と 現 場 代 理 人 は こ れ を 兼 ね る こ と は    で き ま せ ん 。   （ ５ ） 上 記 （ １ ） に 記 載 の 人 数 を 配 置 （ 常 駐 ） す る こ と が で き な く な っ    た 場 合 は 、そ の 理 由 を す み や か に 発 注 者 に 報 告 し 、指 示 を 受 け る こと 。   
２２２２     安 全 対 策 に つ い て安 全 対 策 に つ い て安 全 対 策 に つ い て安 全 対 策 に つ い て      （ １ ） 毎 日 、 作 業 の 開 始 及 び 終 了 に あ た っ て は 、 全 員 に よ る ミ － テ ィ ン    グ を 実 施 す る こ と 。   （ ２ ） 作 業 現 場 内 に 新 規 雇 用 者 が 入 る 場 合 は 、 安 全 に 関 す る 教 育 を 事 前    に 実 施 す る こ と 。   （ ３ ） そ の 他 、 安 全 の 確 保 に 対 し て 万 全 の 対 策 を 講 ず る こ と 。  


